
・上場株式等の配当および譲渡に係る所得について、これまで所得税と市・県民税で異なる課税方式を選
択することができましたが、令和６年度から、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり
ました。
・所得税で上場株式等に係る配当所得等を確定申告した場合、市・県民税の所得に算入されるため、扶養
控除等の判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出
る場合があります。

・年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合は、次のいずれかに該当する場
合に限られることとなりました。
（１）留学により国内に住所および居所を有しなくなった方

　（２）障がいのある方

　（３） 扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払い
を38万円以上受けている方

※上記に該当する方について、扶養控除等の適用を受けようとする場合に提出または提示が必要な書類が
あります。詳しくは右上のコードをご確認ください。

問／課税課　☎463-2852～3

市・県民税（個人住民税）の改正点市・県民税（個人住民税）の改正点
令和６年度から適用される市・県民税の主な改正点をお知らせします。
詳しい内容は、右のコードをご確認ください。

●上場株式等に係る配当所得等についての課税方式が統一されます

●国外居住親族に係る扶養控除を見直します

・森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税（国税）および森林環境譲与税
が創設されました。
・森林環境税は国税ですが、令和６年度から市・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴
収します。

森林環境税と市・県民税均等割の税額

税目 令和5年度まで 令和6年度から

森林環境税（国税） － 1 , 0 0 0円

市・県民税
均等割

市民税 3 , 5 0 0円 3 , 0 0 0円

県民税 1 , 5 0 0円 1 , 0 0 0円

合計 5 , 0 0 0円 5 , 0 0 0円

●森林環境税（国税）が創設されました

※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するた
め、平成26年度から市・県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ加算されていますが、この措置は令和５年
度で終了となります。
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問／朝霞和光資源循環組合
　　☎424-2253

組合ホームページ

朝霞和光資源循環組合からのお知らせ朝霞和光資源循環組合からのお知らせ
　朝霞和光資源循環組合は、和光市とのごみ広域処理に関する業務を行う一部事務組合で、ごみ広
域処理施設の令和12年度の稼働を目指して事業を進めています。

　歳入から歳出を差し引いた額は、令和5年度に繰り越され、主に基金に積み立てられます。

令和４年度一般会計決算概要

組合ホームページでお知らせしています

歳入
項目 金額

分担金及び負担金 426,679,000
使用料及び手数料 3,000
財産収入 78
繰越金 102,538,603
諸収入 3,106,796
組合債 454,700,000

合計 987,027,477

（単位：円） 歳出
項目 金額

議会費 3,081,236
総務費 83,841,425
衛生費 517,106,501
公債費 52,550,798
諸支出金 277,582,681
予備費 0

合計 934,162,641

（単位：円）

主な項目の説明
負 担 金：朝霞市および和光市からの負担金 議 会 費：組合議会に関する経費
繰 越 金：前年度からの繰越金 総 務 費：人件費など組合運営に関する経費
組 合 債：広域処理施設建設に関する借入金 衛 生 費：ごみ広域処理施設に関する経費

公 債 費：組合債の返済や利子に関する経費
諸 支 出 金：財政調整基金への積立金

ごみ広域処理施設整備運営事業者の選定について
　令和5年4月に公告したごみ広域処理施設整備・運営事業の入札が入札参加者の不在により中
止となり、あらためて令和6年度に再度公告入札を実施することになったため、新施設の建設が
当初の予定より遅れ、令和12年度の稼働となる見込みです。

　組合に関する情報を掲載していますのでぜひご覧ください。
●組合概要：正副管理者の紹介や共同処理事務の概要等について
●議会情報：議員名簿や議案審議結果、議会会議録等について
●事業概要：ごみ処理広域化事業の進捗状況について

　その他、随時組合に関する情報を発信していきます。　その他、随時組合に関する情報を発信していきます。

Ⓒ和光市 ©むさしのフロントあさか
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